
別紙様式第２号 
 

経営開始資金申請追加資料 
 

令和 年 月 日 

 

            殿 

 

 

住 所：石井町高川原字高川原１２１－１ 

氏    名：石井 太郎             

（生年月日：○○年４月２日：４０歳） 

 

新規就農者育成総合対策実施要綱の規定を遵守し、農業経営に励むことを誓約しま

す。 

なお、実施要綱の規定により、当該資金の交付を停止され、一部又は全部を返還す

ることについて異議はありません。その際には、既に交付を受けた資金の一部又は全

部を返還することを（保証人の署名を添えて＊２）誓約します。 

 

１ メールアドレス 
●●●●＠□□□.ne.jp 

 

 

２ 農業を始めようと思った理由 

出来るだけ詳しく記入してください。就農の意欲に関する重要な事項です。別

紙で提出いただいてもかまいません。 

・就農するきっかけ ・農業に対する思い ・農業を営んでいく上での心がまえ  

・今後地域の中心経営体として地域を担っていく思い など。 

 

 

 

３ 「人・農地プラン」への位置付け等 

集落又は地域名等 
 

□ 位置付けられている □位置

付けられる見込み 

□ 農地中間管理機構から農地を借り受けている 

 

４ 交付期間（経営開始資金） 

年  月 ～   年  月 

 

５ 過去の研修等の経験（農業次世代人材投資事業（準備型）又は就農準備資金交付

期間） 

年  月  日 ～   年  月  日 

［申請者］ 

ブランへの位置付けは町が行います

ので、位置付けの確認は町へお問い

合わせください。 

 

農地中間管理機構から農地

を借りている場合はレ点をつ

けてください。 

 

記入しないでください。 

 

 



 

６ そ の 他  

園芸施設共済等への加入 

（ 園芸施設共済の引受対象となる施設を

所有する場合のみ）  

□ 加 入 し て い る 又 は加 入

予 定 （ 月 ）  

□ 加 入 し て い な い  

生活費の確保を目的とした国の他の事業に

よる給付等 

（ 例：  生活保護制度、雇用保険制度

（ 失 業 手 当 ） 等）  

 

□ 給 付 等 を 受 け て い る  

□ 給 付 等 を 受 け て い な い  

農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者

実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支

援事業による助成金の交付又は経営継承・

発展支援事業による補助金の交付 

□ 交 付 を 受 け て い る 又 は 受

け た こ と が あ る  

□ 交 付 を 受 け て い な い 又 は

受 け た こ と が な い  

前年の世帯全体の所得＊１ 万円 

前年の世帯全体の所得が600万円を超えているにもかかわらず資金交付が必要な

理由（超える場合のみ記入） 

  

 

 

 

 

 

※本欄は交付主体の記入欄 
生活費確保の観点から支援対象とすべき切実な事情の有無（□有 □無） 

【所見】 

 

 

 

 

７ 保証人＊２   

住 所 

 氏 名 

 住 所 

 氏 名 

 

添付書類 

別添１：収支計画 

別添２：履歴書 

別添３：離職票の原本（離職票の提示が可能な場合） 

別添４：経営を開始した時期を証明する書類（農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等）  

別添５：経営を継承する場合は、従事していた期間が５年以内である事を証明する書類（過

去の経歴を証明する書類（就業証明書、卒業証明書、住民票（遠隔地に住んでいた場

該当する方にチェックを入れてください。園芸施設共済の引き受け対象と

なる施設を所有している場合は、面接時に共済の加入申込書、加入承諾

書またはメーカー保証書等の写しを提出してください。 

本人及び同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母の直近の所得課税証明

（1月1日に住民票のある市町村で交付）を添付してください。世帯所得が600万円以上

の場合、採択されない場合があります。 

保証人を２名立ててください。 

保証人は必ず 自署してください。 



合） の写しなど）  

別添６：農地及び主要な農業機械・施設の一覧、農地の権利設定の状況が確認できる書類及

び農業機械・施設を自ら所有し、又は借りていることが確認できる書類 

別添７：通帳の写し 

別添８：前年の世帯全員の所得を証明する書類（源泉徴収票、所得証明書等）。前年の世帯全

体の所得が600万円を超える場合は、必要に応じて生活費確保の観点から資金を必要

とする理由欄に記載した事情の裏付けとなる書類を添付。 

別添９：身分を証明する書類（運転免許証、パスポート等の写し） 

 

＊１  「世帯」とは本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子

及び父母が該 当 。  

   「 所 得 」と は 、地 方 税 法 第 2 9 2条 第 １ 項 第 1 3号 に 定 め る「 合 計 所

得 金 額 」 。  

＊ ２  保 証 人 を 立 て る 場 合 は 記 載 す る 。 な お 、 交 付 対 象 者 が 未 成 年 の

場 合 は 、必 ず 保 証 人 を 立 て る こ と 。ま た 、青 年 等 就 農 計 画 等 の 変 更

申 請 で 保 証 人 に 変 更 が な い 場 合 は 記 入 不 要 。  



 


